
[生物多様性国家戦略 2012-2020「100 年計画」における 

外来種に関する記述の抜粋] 

 

２ 国土のグランドデザインの全体的な姿（P58） 

②地球温暖化の影響を受けて脆弱な生態系である島嶼・高山帯などに生息・生育する一部

の種では絶滅のリスクが高まるが、国内全体にわたるモニタリング体制が構築される中

で、動植物の効果的な保護がなされることによりレッドリストの中でランクが下がる種

がランクが上がる種を上回るなど国土全体では種の絶滅リスクが低下する。人口減少や

国内資源の有効活用などを背景に、海外の自然資源への依存度が低下することや、さら

に意図しない外来種の導入に対する水際でのチェック体制が充実し、優先度に基づく計

画的な防除が各地で進展し、ペット等の適正な飼養管理の徹底や保全上重要な地域にお

ける駆除が図られることにより、外来種による新たなリスクの拡大はなくなっている。 

 

３ 国土の特性に応じたグランドデザイン 

（１）奥山自然地域（P61） 

【望ましい地域のイメージ】 

周囲に低地があることで隔てられた形となっている高山においては、固有種や遺存種が

地球温暖化の影響を受けて種の構成や分布範囲を変化させているが、外来種が排除される

など地球温暖化以外の人為的な影響を受けないよう保全されモニタリングが続けられてい

る。 

 

（３）都市地域(P63) 

【現状】 

都市地域は人間活動が集中する地域であり、高密度な土地利用、高い環境負荷の集中が

見られます。また、都市では食料をはじめ、多くの生態系サービスを他の地域に依存して

おり、生態系サービスを通じて他の地域と関係しています。都市における樹林地や草地な

どの緑地は、都市に生きる生物の生息・生育の場として重要であるとともに、都市住民に

とっても身近な自然とのふれあいの場として貴重なものとなっています。しかしながら、

市街地の拡大に伴い、ヒバリやホタル類など多くの身近な生物の分布域が郊外に後退し、

その結果、斜面林、社寺林、屋敷林など都市内に島状に残存する緑地に孤立して細々と生

きる生物、カラス類やムクドリなど人為的な環境にも適応することのできた一部の生物な

ど、都市地域で見られる生物は非常に限られています。歴史的に都市環境の要素として組

み込まれたお堀や河川、水路に生息する魚類などは少なくなり、そこではペットのミドリ

ガメ等が放され、外来植物が繁茂する状況も見られます。居住地周辺において身近な自然



とのふれあいや生物多様性の保全活動への参加を求めるニーズは急速に高まりつつある一

方で、生活圏に緑地が少なく、生物多様性に乏しいことを背景に、自然との付き合い方を

知らない子どもたちやそれを教えることのできない大人たちも増えています。 

 

（４）河川・湿地地域(P65) 

【現状】 

これまで河川沿いの氾濫原の湿地帯や河畔林は、農地、宅地などとして営々と開発、利

用され、また、洪水等の災害を防止するための河川改修や流域の土地利用の変化により、

流量の減少、水循環の経路の変更や分断、砂礫の供給の減少、攪乱の減少や水質汚濁など

が生じたことから、河川生態系は大きな影響を受けてきました。自然湖沼においても、干

拓・埋立、湖岸改修、水位の改変、水質汚濁、富栄養化、外来種の侵入などによって、湖

沼生態系は大きな影響を受けてきました。日本に生育する水草のおよそ３分の１の種が絶

滅危惧種に選定されるなど、水辺環境には多くの絶滅危惧種が存在します。その一方で、

水質などの河川環境が改善する中でアユの遡上が回復した事例もあります。 

 

【望ましい地域のイメージ】 

流域の汚濁負荷の削減が進み、河川に流入する水質が改善することで、源流部から河口

部まで清らかな水が流れている。湖沼でも水質改善や水位変動の回復、外来種対策などが

進んでいる。水質の改善された湖沼や湿原、冬期にも水が張られている水田や河口部の干

潟にはアジア太平洋地域からの渡り鳥が飛来し、国内外を通じて、渡り鳥の飛来地のネッ

トワークが確保されている。 

 

（７）島嶼地域(P68) 

【現状】 

わが国は、北海道、本州、四国、九州という主要４島のほかに、6,800 あまりと言われ

る大小さまざまな島嶼を有し、有人島は 400 あまりとなっています。周囲を海に囲まれ、

生物の行き来が限られていることから、既に周辺地域では見られなくなった在来の生物相

が島嶼という限られた空間の中で残されている場合があります。また、小笠原諸島や南西

諸島をはじめとして海によって隔離された長い歴史の中で、独特の生物相が見られる島々

が存在します。こうした島嶼では小さな面積の中に微妙なバランスで成り立つ独特の生態

系が形成されており、生息・生育地の破壊や外来種の侵入による影響を受けやすい脆弱な

地域といえます。島嶼地域には、もともと分布が非常に限定された地域固有の種が多く、

また、人為的な影響も受けやすいことから、島嶼地域に生息・生育する種の多くが絶滅の

おそれのある種に選定されています。 

 

【目指す方向】 



・希少種の保護増殖や外来種の防除などにより独特の生態系や固有の生物相の保全を推進

する。 

・独自性を活かした豊かな地域づくりを進める。 

 

【望ましい地域のイメージ】 

島嶼においては、侵略的な外来種は根絶され、対馬のツシマヤマネコ、西表島のイリオ

モテヤマネコ、奄美のアマミノクロウサギ、沖縄のヤンバルクイナ、小笠原のムニンノボ

タンなど固有の動植物や在来の動植物が安定して生息・生育し、それらの独特の生態系や

固有の生物相が十分に調査され、かけがえのない地域の資産として、島によっては世界の

資産として広く認識されている。また、水際では、島外からの外来種の侵入がないようチ

ェックされているほか、固有の種の夜間調査に観光客が小グループに分かれて参加するな

ど、特徴ある自然や文化を活かし、環境に細心の注意を払ったエコツアーが盛んに行われ、

独自の自然と島の文化を紡ぐ豊かな地域づくりが進んでいる。 

 

＜長期目標、短期目標（P56 抜粋）＞ 

【長期目標（2050 年）】 

生物多様性の維持・回復と持続可能な利用を通じて、わが国の生物多様性の状態を現状以

上に豊かなものとするとともに、生態系サービスを将来にわたって享受できる自然共生社

会を実現する。 

 

【短期目標（2020 年）】 

生物多様性の損失を止めるために、愛知目標の達成に向けたわが国における国別目標の達

成を目指し、効果的かつ緊急な行動を実施する。 

 

＜国別目標（P108 抜粋）＞ 

国別目標 B-4（対応する愛知目標の個別目標：９） 

2020 年までに、外来生物法の施行状況の検討結果を踏まえ、侵略的外来種を特定し、そ

の定着経路に関する情報を整備するとともに、これらの侵略的外来種について、防除の

優先度を整理し、それに基づいた防除を各主体の適切な役割分担の下、計画的に推進す

る。このことにより、優先度の高い種について制御または根絶し、希少種の生息状況や

本来の生態系の回復を促進させる。また、侵略的外来種の導入または定着を防止するた

めの定着経路の管理について、関係する主体に注意を促し、より効果的な水際対策等に

ついて検討し、対策を推進する。 

 

主要行動目標 

B-4-1 2014 年までに、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リストを作成



し、リストの種について定着経路に係る情報を整備する。（環境省、農林水産省） 

B-4-2 2014 年までに、防除の優先度の考え方を整理し、計画的な防除等を推進するととも

に、各主体における外来種対策に関する行動や地域レベルでの自主的な取組を促すため

に、「外来種被害防止行動計画」を策定する。（環境省、農林水産省、国土交通省） 

B-4-3 優先度の高い侵略的外来種について、制御もしくは根絶するとともに、これらの取

組等を通じて希少種の生息状況や本来の生態系の回復を促進させる。（環境省、農林水産

省） 

 

関連指標群 

○特定外来生物、我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（仮称）の

指定等種類数とそのうちの未定着種数 

○外来生物法に基づく防除の確認・認定件数 

○奄美大島及び沖縄島やんばる地域（防除実施地域内（2012 年度時点））におけるマング

ースの捕獲頭数及び捕獲努力量当たりの捕獲頭数、アマミノクロウサギ及びヤンバルク

イナの生息状況（生息確認メッシュ数） 

○地方自治体における外来種に関するリストの作成と条例の整備（件数） 

 

 


